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　給付制限について

　介護保険料滞納に伴う給付制限は、総合事業のサービスのみを利用する場合には適用さ
れませんが、予防給付サービスのみ、あるいは予防給付サービスと総合事業のサービスを
併用して利用する場合には適用されます。

　高額介護予防相当サービス費について

利用者の給付についてのＱ＆Ａ

　同一世帯内に介護給付サービスを利用する人がいる場合で、世帯全体の利用者負担額が
世帯の上限額を超えた時、上限額を超えた金額が高額介護予防相当サービス費として支給
されます。
　なお、対象となる利用者には、介護保険課から勧奨通知が送付されます。また、一度申
請書を提出すると、翌月以降対象となった場合には、申請のあった口座に自動で振り込ま
れます。

　利用者負担額の軽減制度について

　訪問型従前相当サービス及び通所型従前相当サービスを利用している場合、社会福祉法
人等による利用者負担額の軽減、利用者負担援護金、特別地域加算に係る訪問介護利用者
負担額の軽減等の制度の対象となります。対象者の要件及び申請については、介護保険課
給付担当へお問い合わせください。


